
こ成基第 2 8 号 

７文科初第 2375号 

令和８年３月２日 

 

各 

都 道 府 県 知 事 

殿 

指 定 都 市 市 長 

中 核 市 市 長 

都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

指定都市・中核市教育委員会教育委員会 

附属幼稚園又は幼保連携型認定こども園 

を 置 く 国 立 大 学 法 人 の 長 

 

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

文部科学省初等中等教育局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行

規則等の一部を改正する命令等の公布について（通知） 

 

 

 このたび、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律施行規則等の一部を改正する命令（令和８年内閣府・文部科学省令第２号）

及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第

三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施

設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件（令和８年内閣府・文部科学

省告示第１号）を制定し、本日公布いたしました。 

 今回の改正の趣旨及び概要は下記のとおりですので、各都道府県知事等におか

れては、貴管内市区町村（指定都市・中核市を除く。）、関係者、関係団体に対

して、各都道府県教育委員会教育長におかれては、域内の市区町村教育委員会

（指定都市教育委員会・中核市教育委員会を除く。）に対して周知し、その運用

に遺漏のないよう配意願います。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規

定に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

 

  



記 

 

１．改正の趣旨 

（１）主務保育教諭等の規定の整備について 

令和８年４月１日より、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 68 号）が施行されることに

伴い、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

施行規則（平成 26 年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号）等を改正し、主

務保育教諭等の規定を追加することの規定の整備を行うこと。 

 

（２）幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園

及び地方裁量型認定こども園（以下「幼保連携型認定こども園等」とい

う。）の学級編制基準の引下げについて 

近年、特別な配慮を必要とする幼児数が増加傾向にあるなど、より一層、幼児

一人一人の置かれた状況や発達の特性等に応じ、行き届いた教育を推進するため

の環境整備が必要である。これを踏まえ、幼保連携型認定こども園の学級の編制、

職員、設備及び運営に関する基準（平成 26 年内閣府・文部科学省・厚生労働省令

第１号）等を改正し、幼保連携型認定こども園等の満３歳以上の学級編制基準の

引下げを行うこと。 

 

 

２．改正の概要 

（１）主務保育教諭等の規定の整備について 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行

規則等において、主務保育教諭等の規定を追加することの規定の整備を行うとと

もに、その他所要の改正を行う。 

 施行期日は令和８年４月１日とする。 

 

（２）幼保連携型認定こども園等の学級編制基準の引下げについて 

幼保連携型認定こども園等の学級編制の基準を、原則 35人以下から原則 30人以

下に引き下げるとともに、その他所要の改正を行う。 

 施行期日は令和８年４月１日とし、令和 14年３月 31日までは従前の例によるこ

とができるとする経過措置を設ける。 

 

 

【添付資料】 

（別紙１）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律施行規則等の一部を改正する命令の条文（官報掲載版） 



（別紙２）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科

学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件

の条文（官報掲載版） 

（別紙３）「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律施行規則等の一部を改正する命令」及び「就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及

び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設

の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件」について【概要】 

 

  

【本件担当】 
文部科学省初等中等教育局幼児教育課企画係 
連絡先：03-5253-4111（内線：3136） 
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、
保
育
等
の
総
合
的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律



- 5 -

第
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す

第
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す

る
園
児

る
園
児

［
略
］

［
同
上
］

（
学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
の
準
用
）

（
学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
の
準
用
）

第
二
十
七
条

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
文
部
省
令
第
十
八
号

第
二
十
七
条

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
文
部
省
令
第
十
八
号

）
第
一
条
、
第
二
条
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
（
第
八
号
を
除
く
。
）

）
第
一
条
、
第
二
条
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
（
第
八
号
を
除
く
。
）

及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で

及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で

、
第
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
本
文
、
第
九
条
第
一
項
（
第
五
号
を
除

、
第
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
本
文
、
第
九
条
第
一
項
（
第
五
号
を
除

く
。
）
、
第
十
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条

く
。
）
、
第
十
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条

の
二
ま
で
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

の
二
ま
で
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。

。

読
み
替
え
る
学

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
学

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

校
保
健
安
全
法

校
保
健
安
全
法

施
行
規
則
の
規

施
行
規
則
の
規

定

定

［
略
］

［
同
上
］

第
六
条
第
一
項

法
第
十
三
条
第
一
項

満
三
歳
以
上
の
就
学
前
の
子

第
六
条
第
一
項

法
第
十
三
条
第
一
項

満
三
歳
以
上
の
就
学
前
の
子

ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育

ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育

等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
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七
項
に
規
定
す
る
園
児
（
以

六
項
に
規
定
す
る
園
児
（
以

下
「
園
児
」
と
い
う
。
）
に

下
「
園
児
」
と
い
う
。
）
に

係
る
法
第
十
三
条
第
一
項

係
る
法
第
十
三
条
第
一
項

［
略
］

［
同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



- 7 -

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

内

閣

第
二
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
文
部
科
学

厚
生
労
働

府省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

省
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

法
第
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
都
道
府
県
知
事
（
指
定

２

法
第
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
都
道
府
県
知
事
（
指
定

都
市
等
所
在
施
設
で
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る

都
市
等
所
在
施
設
で
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
。
以
下
同
じ
。
）
の
監

も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
。
以
下
同
じ
。
）
の
監

督
に
属
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
園
児
（
法
第
十
四
条
第
七
項
に
規
定

督
に
属
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
園
児
（
法
第
十
四
条
第
六
項
に
規
定

す
る
園
児
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て

す
る
園
児
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て

、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
養
成
又
は
訓
練
を
受
け
た
職
員
の
指
導
に
よ
り

、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
養
成
又
は
訓
練
を
受
け
た
職
員
の
指
導
に
よ
り

、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。

、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
学
級
の
編
制
の
基
準
）

（
学
級
の
編
制
の
基
準
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

２

一
学
級
の
園
児
数
は
、
三
十
人
以
下
を
原
則
と
す
る
。

２

一
学
級
の
園
児
数
は
、
三
十
五
人
以
下
を
原
則
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
職
員
の
数
等
）

（
職
員
の
数
等
）

第
五
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
各
学
級
ご
と
に
担
当
す
る
専
任
の
主

第
五
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
各
学
級
ご
と
に
担
当
す
る
専
任
の
主

幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育
教
諭
又
は
保
育
教
諭
（
次
項
に
お
い

幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
又
は
保
育
教
諭
（
次
項
に
お
い
て
「
保
育
教
諭
等

て
「
保
育
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
を
一
人
以
上
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」
と
い
う
。
）
を
一
人
以
上
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
園
児
の
教
育
及
び
保
育
（
満
三
歳
未
満
の

３

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
園
児
の
教
育
及
び
保
育
（
満
三
歳
未
満
の

園
児
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
育
。
以
下
同
じ
。
）
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
は

園
児
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
育
。
以
下
同
じ
。
）
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
は

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
園
児
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
園
児
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
員
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
の
数
は
、
常
時
二
人
を
下
っ
て
は

め
る
員
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
の
数
は
、
常
時
二
人
を
下
っ
て
は

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

一

こ
の
表
に
定
め
る
員
数
は
、
副
園
長
（
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許

一

こ
の
表
に
定
め
る
員
数
は
、
副
園
長
（
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許

状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四

状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四

条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
附
則

条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
附
則

第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
、
か
つ
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
、
か
つ
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る

保
育
士
登
録
（
同
法
第
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地

保
育
士
登
録
（
同
法
第
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地

方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
一
に
お
い
て
「
改
正
法
」

（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
一
に
お
い
て
「
改
正
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別

と
い
う
。
）
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別

区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に

区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に

規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
内
に
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定

規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
内
に
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
八
第
三
項
に
規

こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
八
第
三
項
に
規

定
す
る
保
育
士
登
録
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
同
法

定
す
る
保
育
士
登
録
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
同
法

第
十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
登
録
又
は

第
十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
登
録
又
は

当
該
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第

当
該
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第

三
項
に
規
定
す
る
旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
登
録
。
以
下
こ

三
項
に
規
定
す
る
旧
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
登
録
。
以
下
こ
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の
一
に
お
い
て
「
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
、

の
一
に
お
い
て
「
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
、

教
頭
（
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
し
、
か
つ
、
登
録
を
受
け

教
頭
（
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
し
、
か
つ
、
登
録
を
受
け

た
も
の
に
限
る
。
）
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育

た
も
の
に
限
る
。
）
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭

教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は
講
師
で
あ
っ
て
、
園
児
の
教
育

、
助
保
育
教
諭
又
は
講
師
で
あ
っ
て
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接

及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。

従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

４

［
略
］

４

［
同
上
］

５

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
く
よ
う
努
め
な
け

５

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
く
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

主
幹
養
護
教
諭
、
主
務
養
護
教
諭
、
養
護
教
諭
又
は
養
護
助
教
諭

二

主
幹
養
護
教
諭
、
養
護
教
諭
又
は
養
護
助
教
諭

三

［
略
］

三

［
同
上
］

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
準
用
）

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
準
用
）

第
十
二
条

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
五

第
十
二
条

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
五

十
四
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

十
四
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
児
童
が
」
と
あ
る
の
は
「
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る

合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
児
童
が
」
と
あ
る
の
は
「
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る

教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
七
項
に
規

教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
六
項
に
規

定
す
る
園
児
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
園
児
」
と
い
う
。
）
が
」
と
、
「
児
童

定
す
る
園
児
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
園
児
」
と
い
う
。
）
が
」
と
、
「
児
童

の
」
と
あ
る
の
は
「
園
児
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
」
と
あ
る
の
は
「
園
児
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
準
用
）

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
準
用
）

第
十
三
条

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
四
条
、
第
五
条
第

第
十
三
条

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
四
条
、
第
五
条
第

一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
の
二
、
第
九
条
、
第
九
条
の
三
、
第
十
一

一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
の
二
、
第
九
条
、
第
九
条
の
三
、
第
十
一
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条
（
第
四
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項

条
（
第
四
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項

、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
二
条
第
八
号
、
第
三
十
二
条
の
二
（
後
段
を
除

、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
二
条
第
八
号
、
第
三
十
二
条
の
二
（
後
段
を
除

く
。
）
並
び
に
第
三
十
六
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て

く
。
）
並
び
に
第
三
十
六
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
児
童

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
児
童

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

福
祉
施
設
の
設
備

福
祉
施
設
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す

及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
の
規
定

る
基
準
の
規
定

［
略
］

［
同
上
］

第
五
条
第
一
項

入
所
し
て
い
る
者

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る

第
五
条
第
一
項

入
所
し
て
い
る
者

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る

教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す

第
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す

る
園
児
（
以
下
「
園
児
」
と

る
園
児
（
以
下
「
園
児
」
と

い
う
。
）

い
う
。
）

［
略
］

［
同
上
］

２

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
八
条
の
規
定
は
、
幼
保
連

２

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
八
条
の
規
定
は
、
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
及
び
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
及
び
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
の
見
出
し
中
「
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
」
と
あ
る
の

て
、
同
条
の
見
出
し
中
「
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
」
と
あ
る
の

は
職
員
に
つ
い
て
は
「
他
の
学
校
又
は
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
を
兼
ね
る
」
と
、

は
職
員
に
つ
い
て
は
「
他
の
学
校
又
は
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
を
兼
ね
る
」
と
、

設
備
に
つ
い
て
は
「
他
の
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
を
兼
ね
る
」
と
、
「

設
備
に
つ
い
て
は
「
他
の
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
を
兼
ね
る
」
と
、
「

設
備
及
び
職
員
」
と
あ
る
の
は
職
員
に
つ
い
て
は
「
職
員
」
と
、
設
備
に
つ
い
て

設
備
及
び
職
員
」
と
あ
る
の
は
職
員
に
つ
い
て
は
「
職
員
」
と
、
設
備
に
つ
い
て
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は
「
設
備
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
と

は
「
設
備
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
と

き
は
、
必
要
に
応
じ
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
運
営
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は

き
は
、
必
要
に
応
じ
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
運
営
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は

、
」
と
、
「
設
備
及
び
職
員
」
と
あ
る
の
は
職
員
に
つ
い
て
は
「
職
員
」
と
、
設

、
」
と
、
「
設
備
及
び
職
員
」
と
あ
る
の
は
職
員
に
つ
い
て
は
「
職
員
」
と
、
設

備
に
つ
い
て
は
「
設
備
」
と
、
「
併
せ
て
設
置
す
る
社
会
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の

備
に
つ
い
て
は
「
設
備
」
と
、
「
併
せ
て
設
置
す
る
社
会
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の

は
職
員
に
つ
い
て
は
「
他
の
学
校
又
は
社
会
福
祉
施
設
」
と
、
設
備
に
つ
い
て
は

は
職
員
に
つ
い
て
は
「
他
の
学
校
又
は
社
会
福
祉
施
設
」
と
、
設
備
に
つ
い
て
は

「
他
の
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
等
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
入
所
し
て
い
る
者
の

「
他
の
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
等
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
入
所
し
て
い
る
者
の

居
室
及
び
各
施
設
に
特
有
の
設
備
並
び
に
入
所
し
て
い
る
者
の
保
護
に
直
接
従
事

居
室
及
び
各
施
設
に
特
有
の
設
備
並
び
に
入
所
し
て
い
る
者
の
保
護
に
直
接
従
事

す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
職
員
に
つ
い
て
は
「
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育

す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
職
員
に
つ
い
て
は
「
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育

、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す

、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す

る
園
児
の
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
」
と
、
設
備
に
つ
い
て
は
「
乳
児
室
、
ほ

る
園
児
の
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
」
と
、
設
備
に
つ
い
て
は
「
乳
児
室
、
ほ

ふ
く
室
、
保
育
室
、
遊
戯
室
又
は
便
所
」
と
、
「
保
育
所
の
設
備
及
び
職
員
に
つ

ふ
く
室
、
保
育
室
、
遊
戯
室
又
は
便
所
」
と
、
「
保
育
所
の
設
備
及
び
職
員
に
つ

い
て
は
、
」
と
あ
る
の
は
職
員
に
つ
い
て
は
「
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
に
兼

い
て
は
、
」
と
あ
る
の
は
職
員
に
つ
い
て
は
「
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
に
兼

ね
る
場
合
で
あ
っ
て
、
」
と
、
設
備
に
つ
い
て
は
「
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
設
備

ね
る
場
合
で
あ
っ
て
、
」
と
、
設
備
に
つ
い
て
は
「
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
設
備

に
兼
ね
る
場
合
で
あ
っ
て
、
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
兼
ね
る
場
合
で
あ
っ
て
、
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

第
六
条

第
五
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間

第
六
条

第
五
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間

、
小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
（
現
に
当
該
施
設
に

、
小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
（
現
に
当
該
施
設
に

お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
、
主
務
養
護
教
諭
及
び
養
護
教
諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る

お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
及
び
養
護
教
諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下

者
を
除
く
。
以
下
「
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代

「
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
は
補
助
者
と
し

者
は
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事

て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い

し
て
は
な
ら
な
い
。

。
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
主
務
省
令
の
特

例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
命
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

内
閣
府
・
文
部
科
学
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
主
務
省
令

内

閣

府

の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

厚
生
労
働
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

１

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と

１

地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
け
る
公
立
幼

い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
け
る
公
立
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼

関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
法
第
四
条
第
九
項
の
内
閣
総
理

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
法
第
四
条
第
九
項
の
内
閣
総
理

大
臣
の
認
定
（
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
同

大
臣
の
認
定
（
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当

じ
。
）
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当

該
認
定
に
係
る
公
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

該
認
定
に
係
る
公
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内

園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内

閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読

閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二

み
替
え
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二

十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公

十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公

立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（

立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（

公
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
外
で
調
理
し
搬
入
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
公
立

公
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
外
で
調
理
し
搬
入
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
公
立

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
満
三
歳
未
満
の
園
児
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
満
三
歳
未
満
の
園
児
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
七
項
に

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
六
項
に

規
定
す
る
園
児
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
食
事
の
提
供
を
行
う
事
業
を

規
定
す
る
園
児
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
食
事
の
提
供
を
行
う
事
業
を

い
う
。
附
則
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
う
。
附
則
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］
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２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
命
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
一
学
級
の
園
児
数
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
に

よ
る
改
正
後
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
四
条
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。



- 1 -

内

閣

府

○

告
示
第
一
号

文
部
科
学
省

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律

第
六
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保

育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学

内

閣

府

大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
文
部
科
学
省
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

厚
生
労
働
省

改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を

改
正
す
る
件

【別紙２】
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改

正

後

改

正

前

第
二

職
員
配
置

第
二

職
員
配
置

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
幼
稚
園
と
同
様
に
一
日
に
四
時
間
程
度

二

満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
幼
稚
園
と
同
様
に
一
日
に
四
時
間
程
度

利
用
す
る
も
の
（
以
下
「
教
育
時
間
相
当
利
用
児
」
と
い
う
。
）
及
び
保
育
所

利
用
す
る
も
の
（
以
下
「
教
育
時
間
相
当
利
用
児
」
と
い
う
。
）
及
び
保
育
所

と
同
様
に
一
日
に
八
時
間
程
度
利
用
す
る
も
の
（
以
下
「
教
育
及
び
保
育
時
間

と
同
様
に
一
日
に
八
時
間
程
度
利
用
す
る
も
の
（
以
下
「
教
育
及
び
保
育
時
間

相
当
利
用
児
」
と
い
う
。
）
に
共
通
の
四
時
間
程
度
の
利
用
時
間
（
以
下
「
共

相
当
利
用
児
」
と
い
う
。
）
に
共
通
の
四
時
間
程
度
の
利
用
時
間
（
以
下
「
共

通
利
用
時
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
つ
い
て

通
利
用
時
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
に
つ
い
て

学
級
を
編
制
し
、
各
学
級
ご
と
に
少
な
く
と
も
一
人
の
職
員
（
以
下
「
学
級
担

学
級
を
編
制
し
、
各
学
級
ご
と
に
少
な
く
と
も
一
人
の
職
員
（
以
下
「
学
級
担

任
」
と
い
う
。
）
に
担
当
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

任
」
と
い
う
。
）
に
担
当
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

一
学
級
の
子
ど
も
の
数
は
三
十
人
以
下
を
原
則
と
す
る
。

一
学
級
の
子
ど
も
の
数
は
三
十
五
人
以
下
を
原
則
と
す
る
。

附

則

附

則

［
１
～
３

略
］

［
１
～
３

同
上
］

４

第
三
の
一
及
び
四
（
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
よ
り

４

第
三
の
一
及
び
四
（
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
よ
り

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間

、
幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状

、
幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状

（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に

（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に

規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
次
項
及
び
附
則
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
次
項
及
び
附
則
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

有
す
る
者
（
現
に
当
該
施
設
に
お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
、
主
務
養
護
教
諭
及
び
養

有
す
る
者
（
現
に
当
該
施
設
に
お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
及
び
養
護
教
諭
と
し
て
従

護
教
諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
次
項
及
び
附
則
第
八
項
に
お
い
て
同

事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
次
項
及
び
附
則
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て

じ
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。



。
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［
５
～
８

略
］

［
５
～
８

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
適
用
の
際
現
に
存
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
一
学
級
の
子
ど
も
の
数
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る

改
正
後
の
第
二
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。



「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律施行規則等の一部を改正する命令」及び 

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び
文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改

正する件」について【概要】 

 

① 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正す

る法律（令和７年法律第 68 号。以下「給特法等一部改正法」という。）の施行に伴い、

関係命令及び告示の整備を行うもの。 

② 認定こども園における学級編制基準を引き下げるため、関係命令及び告示の整備を

行うもの。 

○

① について

給特法等一部改正法の施行により、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成 18年法律第 77号）等において、幼保連携型認定こども

園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園（以下

「幼保連携型認定こども園等」という。）の園児の教育及び保育をつかさどり、保育教

諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務保育教諭等の職が創設されたとこ

ろ。 

これを踏まえ、以下の命令及び告示の規定の整備を行う。 

・ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則

（平成 26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号） 

・ 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成 26

年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号） 

・ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第

二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及

び運営に関する基準（平成 26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第２号） 

② について

近年、特別な配慮を必要とする幼児数が増加傾向にあるなど、より一層、幼児一人一

人の置かれた状況や発達の特性等に応じ、行き届いた教育を推進するための環境整備が

必要である。こうした状況を踏まえ、以下の命令及び告示を改正し、幼保連携型認定こ

概要 

改正の背景 

【別紙３】



ども園等の満３歳以上の学級編制基準を原則 35 人以下から原則 30 人以下に引き下げ

る。 

・ 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 

・ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第

二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及

び運営に関する基準 

 

その他所要の改正を行う。 

 

 

 

○ 施行日は、令和８年４月１日とする。 

○ 幼保連携型認定こども園等の学級編制の基準については、令和 14 年３月 31 日までは

従前の例によることができることとする。 

施行期日等 
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